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労災保険給付の概要と
労働災害事例について

本日の内容

１．労災保険法について

２．最近の法令改正等

３．安全衛生活動事例等

４．労働災害と労災補償について
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■労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して
労災認定することを明確化
左記(※)の水準には至らないが
これに近い時間外労働

＋
一定の労働時間以外の負荷

評価対象として追加

■ 業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
→「発症前おおむね１週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を
行うなど過度の⾧時間労働が認められる場合」等を例示

業務と発症との関連が強いと評価
することを明示

■労働時間以外の負荷要因を見直し
・ 勤務間インターバルが短い勤務
・ 身体的負荷を伴う業務 など

新たに認定基準に追加

⾧期間の過重業務

短期間の過重業務・異常な出来事

⾧期間の過重業務

労働時間以外の負荷要因
・ 拘束時間が⾧い勤務
・ 出張の多い業務 など

労働時間
・発症前１か月間に100時間または
２～６か月間平均で月80時間を
超える時間外労働は、発症との
関連性は強い(※)

改正前の基準を維持

●業務の過重性の評価

21

※改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充した。

温度環境

騒音
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①

2-2荷の運搬作業 1/4

2-2荷の運搬作業 2/4
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2-2荷の運搬作業 3/4

2-2荷の運搬作業 4/4
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https://anzenanshin.mhlw.go.jp/
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出典：大阪労働局

出典：大阪労働局
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出典：あんぜんプロジェクト（厚生労働省）

侵入防止のチェーンと
ガードバーを設置
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配送センターのプラットフォームでトラックに商品を
積み込む際、トラックの荷台に向かってかご台車を押
していたところ、前方が見えにくく、プラットフォー
ムから台車ごと転落した。

原因：かご台車に商品を積みすぎて見通しが悪かった。
対策：①かご台車には商品を積みすぎない。

②かご台車を押す際は、スピードを出し過ぎず、状
況に応じて作業指揮者を配置する。

トラックの荷台に積んだ台車をパワーゲートに載せる
ときに、後ろ向きで引っ張っていたためキャスタース
トッパーにつまづきバランスを崩して墜落した。

原因：後ろ向きで台車を引っ張っていた。
対策：①トラックの荷台上やパワーゲート上での台車移動

は前が見えるように「押し」や「よこ押し」で行う。
②荷台上での荷積み、荷降ろし作業の作業手順を作
り、周知徹底をする。
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